平成２３年１１月２８日

教育委員会生涯学習課
宮崎市かのう児童館・宮崎市きよたけ児童クラブ施設・宮崎市きよたけ児童文化センターの
指定管理者候補者の選定について
宮崎市かのう児童館・宮崎市きよたけ児童クラブ施設・宮崎市きよたけ児童文化センターの指定管理者については、次のとおり候補となる団体を選定しました。

なお、選定された団体を指定管理者とする議案が、平成２３年１２月議会で可決された場合には、同団体が指定管理者として、本施設の管理運営にあたることとなります。

1.指定管理者候補者の概要 

(1)団体等の名称 

　　社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会・特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター共同体

　　※社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会（以下、宮崎市社協）及び特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター（以下、ＮＰＯ子ども文化）で構成するグループ

　　※共同体の代表者は宮崎市社協

(2)代表者名
　　宮崎市社協：会長　厚地　安
　　ＮＰＯ子ども文化：代表理事　片野坂　千鶴子

(3)主たる事務所の所在地

　　宮崎市社協：宮崎市花山手東3丁目25番地2

　　ＮＰＯ子ども文化：宮崎市江平西1丁目5番11号　江平ビル105号

(4)設立年月日

　　宮崎市社協：昭和41年11月10日

　　ＮＰＯ子ども文化：平成12年6月24日
(5)設立目的 

　　宮崎市社協

　　　宮崎市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とする。

　　ＮＰＯ子ども文化

　　　「子どもの育ち」や「子どもの文化」に関心を持つ市民や諸団体と連携・交流・支援を図りながら子どもの健やかな成長に寄与し地域で子育てをするための環境整備に努め、子どもたちの文化芸術への参加・社会参画の機会を拡げることを目的とする。
(6)事業概要 

宮崎市社協

①社会福祉を目的とする事業の企画及び実施

②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助

③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成

④①から③のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業

⑤保健医療、教育その他の社会福祉と関連する事業との連絡

⑥共同募金事業への協力

⑦障害者自立支援法に基づく居宅介護事業の経営

⑧障害者自立支援法に基づく児童デイサービス事業の経営

⑨障害者自立支援法に基づく相談支援事業の経営

⑩障害者自立支援法に基づく生活介護事業の経営

⑪障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業に係る外出介護事業の経営

⑫児童クラブの受託運営

⑬障害者生活支援事業の受託運営

⑭福祉サービス利用援助事業の受託運営

⑮生活福祉資金貸付事業の受託運営

⑯その他この法人の目的達成のため必要な事業

ＮＰＯ子ども文化

①子どもの自主的な活動と社会参画への支援事業

②舞台芸術、表現活動に関する普及事業

③子どもの権利条約の実現に関する推進事業

④子どもと文化に関する研究、人材育成、講演会などの企画運営事業

⑤子育てに関する支援事業

⑥子どもの文化の発信と、子どもと文化に関する市民組織とのネットワークづくり

⑦その他、この法人の目的達成のために必要な事業
(7)資本金又は基本財産 

宮崎市社協：５，０００千円
ＮＰＯ子ども文化：無

(8)従業員数

　宮崎市社協：正社員　　　　58人

　　　　　　　非正社員　　 531人

　ＮＰＯ子ども文化：正社員　　　5人

　　　　　　　　　　非正社員　 15人
2.指定期間（予定）

平成24年4月1日から平成28年3月31日まで（4年間）

3.施設及び業務の概要 

(1)施設概要

① 施設名

宮崎市かのう児童館（以下、児童館）、宮崎市きよたけ児童クラブ施設（以下、児童クラブ）宮崎市きよたけ児童文化センター（以下、文化センター）
② 所在地 

児童館　　　：宮崎市清武町加納甲1010番地

児童クラブ　：宮崎市清武町今泉甲6895番地

文化センター：宮崎市清武町船引644番地29 

③ 施設規模等 

児童館　　　：延べ床面積　６９３．５２平方メートル　鉄骨平屋造り

児童クラブ　：延べ床面積　３４３．４４平方メートル　鉄骨平屋造り

文化センター：延べ床面積　１０１４．２９平方メートル　鉄筋コンクリート2階建 

(2)業務概要 

児童館

① 児童の健康を増進し、情操を豊かにするための遊戯施設等を提供すること。

② 健全な遊びを通し、児童の集団的個別的指導を行うこと。

③ 児童の保護者に育児のための便宜を提供すること。

④ その他児童館の設置の目的達成に必要なこと。

⑤ そのほか、下記に関すること

　　　児童館の利用許可に関する業務

　　　児童館の施設、付属設備及び備品の維持管理に関する業務

児童クラブ

　　　①放課後児童健全育成事業に関する業務（次に掲げるものを除く。）


　　イ　入所及び退所の決定に関すること。


　　ロ　児童クラブ施設の入所に係る利用者負担金に関すること。

　　　②建物、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

③そのほか、宮崎市きよたけ児童クラブ施設条例第1条に規定する目的を達成するために必要な業務
　文化センター

　　①児童の文化活動の機会の提供に関すること。

　②児童の文化活動のための施設の提供に関すること。

　　③上記に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

　　④文化センターの施設、附属設備及び備品の維持管理に関する業務

⑤そのほか、宮崎市きよたけ児童クラブ施設条例第１条に規定する目的を達成するために必要な業務
(3)現在の管理方法

指定管理者　宮崎市社協：平成２１年４月１日から平成２４年３月３１日まで
4.事業計画の概要 

(1)施設利用者の平等な利用の確保について

・公平な利用の確保のため、利用者に対しては管理規則等を説明し、第三者が判断しても納得のできるようにする。

・受付時に平等さが損なわれないよう職員研修を実施する。

・利用者ニーズを把握するために意見箱の設置やアンケートを実施し、寄せられた意見等の内容は確認、周知し、改善方法や対応策を検討したうえで実施し利用者へ報告する。

・市との緊密な連携をとり、指定管理者として判断が難しい事例や問題が発生した場合には、市に報告し対応策等について相談し、速やかな解決を目指す。

(2)施設の設置目的を最も効果的に達成する事業計画について
・乳幼児の親子が来館しやすい様に特定の曜日・時間帯にイベントを開催し、親子が触れ合えるような環境を提供し、相談等にも対応する。（児童館）

・多様な個性を有する児童に適切に対応できるよう職員研修や職員会議を行い職員の質の向上を図る。（児童館、児童クラブ）

・児童の日々の状況把握を行い、メール等を用いて保護者等への連絡を密にする。（児童クラブ）

・ふれあいの里内の施設（清流園・清武幼稚園）と連携した異世代交流を図る。（児童クラブ）

・クラブ活動の開設及び展示会、他教育機関等との連携、広報誌の充実、きよたけかるた大会の実施、地域の読み聞かせボランティアによる読み聞かせの実施、本の選定を通し図書館の利用がしやすい環境つくりを目指す。（文化センター）

・季節を感じる行事を行い四季の中に残る地域の文化の継承にも力を置きながら、コンサートやクラブ活動などで“食育”“木育”の視点を取り入れるなど豊かな情操を育てる活動を行う。（文化センター）

（3）施設の管理に係る経費の縮減について

　　・宮崎市社協は他の管理する施設を一括して業務委託を行い、コストダウンを図る。（児童館、児童クラブ）

　　・スタッフで実施可能な業務はスタッフで行い、専門業者に委託する場合は3社見積もりを実施しコストダウンを図る。（文化センター）

 (4)事業計画を着実に実施するための管理運営能力について

・館長以下４名、全員教員免許保持者を採用予定。開館時間に常に２名以上の職員を配置（児童館）

・施設管理者以下６名、保育士又は教員免許保持者を採用、施設長１人、指導員２人、パート職員３名を配置。その他、長期休暇対応パート職員６名配置。（児童クラブ）

・館長以下５名、司書、保育士、教諭、児童厚生員等有資格者を配置（文化センター）

（5）安全管理の状況
・日頃から職員の安全管理意識の向上を図る。

・日常点検及び修理、報告を行う。
・避難訓練を行う。

・学校や地域住民等関係機関との連携を取り、情報の共有など組織的に対応する。

（6）労働福祉の状況

　　・現在雇用の職員で、有資格者については必要に応じ継続雇用を行う。（宮崎市社協）

　　・団体の掲げる基本方針を理解し、実践できる人材で、団体が望むスキルを有する者かつ相互の条件が合えば優先的な雇用を考える。（ＮＰＯ子ども文化）

（7）環境保護及び福祉政策の取組状況
　　・廃棄物の減量・分別収集･リサイクルを心がけていく。

　　・省エネルギーを推進するためのマニュアルを設定し節電・節水に努める。

　　・他の機関と連携し、ソーシャルワーク（社会福祉援助技術）の視点や手法を研究し問題に取り組んでいく。（児童館）

　　・障がい者や高齢者に配慮した企画や手助けを積極的に行う。（文化センター）
5.収支計画の概要 

２４年度の指定管理料（提案額）
	施設名
	児童館
	児童クラブ
	文化センター

	指定管理料
	10,372千円
	14,777千円
	10,334千円


※提案額がそのまま指定管理料として決定するものではありません。

市と指定管理者の協議により変更になる場合もあります。
6.選定結果の概要 

(1)公募の概況 

①応募団体数
　１団体
②募集日程 

要項及び申請書類様式の配布　平成23年7月26日～8月30日

質疑の受付　　　　　　　　　平成23年8月10日～8月12日

　　　　　　　　　　　　　　平成23年9月5日～9月7日 

質疑の回答　　　　　　　　　平成23年8月19日、9月14日 

応募の受付　　　　　　　　　平成23年8月15日～8月31日（事前申請）

　　　　　　　　　　　　　　平成23年9月1日～9月30日（本申請）

応募の受付締切り　　　　　　平成23年9月30日

書類審査等　　　　　　　　　平成23年8月30日～10月17日 

ヒアリングの実施　　　　　　平成23年10月18日

(2)宮崎市教育委員会指定管理者候補者選定委員会

（敬称略） 

	
	役　職　等

	会長
	教育局長

	委　員
	教育委員会　企画総務課長

	〃
	教育委員会　学校教育課長

	〃
	教育委員会　生涯学習課長

	〃
	福祉部　子育て支援課長

	〃
	宮崎市社会教育委員

	〃
	宮崎大学教育研究・地域連携センター准教授

	〃
	宮崎県立看護大学教授

	〃
	宮崎市ＰＴＡ協議会　役員

	〃
	宮崎市民生委員児童委員協議会主任児童委員


(3)選定の概況 

ア 選定理由 

宮崎市教育委員会指定管理者候補者選定委員会において、申請者からの応募書類及びヒアリングをもとに、「宮崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」で定める次の基準により、総合的に審査を行った。

①　事業計画書に基づく当該施設の運営が市民の平等な利用を確保するものであること　　

②　事業計画書の内容が当該施設の設置目的を最も効果的に達成するものであること

③　事業計画書の内容が当該施設の管理に係る経費の縮減を図るものであること

④　事業計画書に沿った管理を安定して行うための十分な能力を有しているものであること
その結果、経費に関する縮減はなかったが、これまでの実績及び類似施設においての実績があり、また地域と連携した活動などの豊富な事業の実施により、利用者へのサービスの向上、利用者拡大が見込まれること、また、有資格者を活用すること、職員研修の実施により、これまで以上に高いレベルのサービス提供が期待できること、また、指定期間中の安定的な運営を行えるだけの財務基盤を持つなどの理由から、社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会・特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター　共同体が、当該選定基準に適合していると認められたため、当該団体を指定管理者候補者に選定した。 

イ 審査結果一覧 

	審査項目
	配点
	社会福祉法人宮崎市社会福祉協議会・特定非営利活動法人みやざき子ども文化センター　共同体

	市民の平等な利用を確保できる計画となっているか。
	150
	120
	

	施設の設置目的を最も効果的に達成する計画となっているか。
	450
	342
	

	施設の管理に係る経費の縮減を図る計画となっているか。
	200
	100
	

	管理を安定して行うための十分な能力を有しているか。
	450
	346
	

	安全管理の状況
	100
	78
	

	労働福祉の状況
	100
	76
	

	環境保護及び福祉政策の取組状況
	50
	40
	

	合　計
	1,500
	1,102
	

	【参考】宮崎市積算金額
	児童館　10,372千円

児童クラブ　14,777千円

文化センター　10,334千円
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